
フェイスブックにて情報発信中!!フォローをして南会津の地酒の情報をGETして下さい！
で検索南会津の地酒で乾杯！プロジェクト

（福島県南会津郡南会津町田島字後原甲3531-1）
南会津町役場駐車場
会場へ直接お越しください。参加方法 参 加 費
18：40頃より会場内で、大吟醸も当たる抽選会を実施します。
受付で整理券を配布します。（おひとり様1枚）。
希望される方は、18：00までにお越しください。

そ の 他

場　　所

無料

※雨天時：
　会場変更なし

お問
合せ

福島県南会津郡南会津町永田字枇杷影2（南会津町観光物産協会内）  ［お問合せ時間］8：30～17：15　［定休日］土・日・祝日

TEL.0241-62-3000地酒で乾杯！プロジェクト事務局

﹇
開
催
日
﹈

令和５年
614水
時 間 17:30～

ス
ケ
ジ
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17：30～18：00 受付 ※17：45頃よりお酒を提供
18：00～18：15 オープニング
18：15 乾杯
18：15～19：15 ふるまい酒・抽選会等
19：15 イベント終了、町内の飲食店へ ※ご予約は各自お願いします。 

南会津町乾杯条例施行10周年
那須塩原市牛乳で乾杯条例コラボ企画

● 南会津町4蔵元の日本酒※720㎖瓶を合計100本ご用意
● 日本酒と牛乳のカクテル
● 那須塩原市の牛乳 地酒で乾

杯!プロジ
ェクト

● 乾杯条例施行10周年記念Tシャツ等のグッズの販売
● 乾き物つかみ取りゲーム（市販のおつまみ：200円／1回）
● 日本酒スイーツ（プリンやムースなど）の販売
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麺や焚く蔵

イベント会場周辺マップ

⑭味の食卓 はだかや
（あじのしょくたく はだかや）

〈月～土〉11：00～23：00  〈日〉11：00～22：00
不定休

営
休 0241-62-1884あり ℡駐

⑩無可有の郷せもりな
（むかうのさとせもりな）イタリアンパスタ（ハウス）

要予約
0241-62-8118あり火曜日 ℡

営
休 駐

①CAUDALIE（こーだりー）
17：30～24：00

0241-64-5195なし日曜日 ℡
営
休 駐

⑫焼肉 会津清香園
（やきにくあいづせいこうえん）

17：30～22：00営 月曜日（予約状況で変更あり）休
0241-62-2629あり ℡駐

②麺queen（めんくいーん）
17：00～22：30
日・月曜日

営
休 0241-62-5051なし ℡駐

⑦厨（くりや）

17：00～23：00　
0241-62-5178なし日・月曜日 ℡

営
休 駐

⑥藤（ふじ）

17：30～23：00
0241-62-5500なし火曜日 ℡

営
休 駐

⑪リアン（りあん）

17：30～23：00
0241-64-5870あり不定休 ℡

営
休 駐

④ちょっ古蔵（ちょっこら）

17：00～23：30
無休

営
休 0241-62-3511あり ℡駐

⑬麺や焚く蔵
（めんやたくぞう）

11：00～14：00／17：00～21：00
木曜日

営
休 0241-64-8835あり ℡駐

⑮会津味処 富じ亭
（あいづあじどころ  ふじてい）

11：00～21：00
無休

営
休 0241-62-2555あり ℡駐

⑨やまちゃん
17：00～22：00

0241-62-1860あり日・祝日 ℡
営
休 駐

③雷 安（らいあん）

17：00～22：30
0241-62-2268なし日曜日 ℡

営
休 駐
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④
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⑧味のれん さくら
（あじのれんさくら）

17：30～21：30
0241-62-4357なし日・月曜日 ℡

営
休 駐

⑤丸山館（まるやまかん）

要予約
0241-62-1133あり無休 ℡

営
休 駐

居酒屋・飲食店

会場 南会津町乾杯条例
平成25年6月21日制定

１. 乾杯には、地酒を飲用する。
２. 地酒を飲用することにより地産地消
及び地元産品の愛用を促す。

３. 町民が地元産品の宣伝員として地元
産業を支援する。

４. 地元産の酒や酒米等の生産普及に
努める。

※本条例には、罰則規定などはございません。


